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修理不可等理由書
令和　　　年　　　月　　　日
	対象者
	氏　名
	
	生年月日
	年　　　　月　　　　日

	
	住　所
	

	使用中の補装具の名称
	

	故障（不具合）
が生じている箇所
	

	修理が出来ない又は修理が適切ではない理由
	※補装具の支給にあたっては、耐用年数の経過の如何にかかわらず、修理が可能な場合は修理を行うことが原則となります。修理が出来ない又は修理することが適切ではなく、再作成が必要な場合は、その具体的な理由を下記に記入してください。

	
	

	作成者
	業者名
	

	
	氏　名
	
	連絡先（電話番号）
	


※本理由書と併せて、故障（不具合）が生じている箇所の写真をご提出ください。
※修理金額が再作成した場合の金額を上回ることを理由とする場合は、修理と再作成両方の見積書もご提出ください。
■担当連絡先・提出先
〒188-8666　東京都西東京市南町五丁目６番１３号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西東京市役所健康福祉部障害福祉課障害者支援係補装具担当
電話：０４２－４２０－２８０４（直通）
FAX：０４２－４６６－９６６６
修理不可等理由書
令和　７　年　10　月　９　日
	対象者
	氏　名
	西東京　太郎
	生年月日
	平成１３年　１月　２１日

	
	住　所
	西東京市南町５－６－１３

	使用中の補装具の名称
	（例１）車椅子　自走式　オーダーメイド
（例２）短下肢装具　硬性　　　（例３）補聴器　高度難聴用耳かけ型

	故障（不具合）
が生じている箇所
	（例１）フレーム
（例２）下腿支持部　　　（例３）全体的な破損及び劣化

	修理が出来ない又は修理が適切ではない理由
	※補装具の支給にあたっては、耐用年数の経過の如何にかかわらず、修理が可能な場合は修理を行うことが原則となります。修理が出来ない又は修理することが適切ではなく、再作成が必要な場合は、その具体的な理由を下記に記入してください。

	
	（例１）
　使用中の車椅子のフレームが１か所折れており、溶接等での修理では常時緊張の強い本人の使用に必要な強度を保つことができず、不適合を起こす可能性があるため。
（例２）
　使用中のプラスチック製短下肢装具にひびが入っており、修理では当該補装具に必要な強度まで修復することができないため。
（例３）
　長年の使用により全面的に破損・劣化しており、一通り修理をすると修理金額が再作成をした場合の金額を○○○○円上回るため。

	作成者
	業者名
	株式会社　西東京市補装具店

	
	氏　名
	西東　京子
	連絡先（電話番号）
	042-420-2804


※本理由書と併せて、故障（不具合）が生じている箇所の写真をご提出ください。
※修理金額が再作成した場合の金額を上回ることを理由とする場合は、修理と再作成両方の見積書もご提出ください。
■担当連絡先・提出先
〒188-8666　東京都西東京市南町五丁目６番１３号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西東京市役所健康福祉部障害福祉課障害者支援係補装具担当
電話：０４２－４２０－２８０４（直通）
FAX：０４２－４６６－９６６６
記入例








